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件   名                          頁 

（教育指導部） 

１ 受理番号１８ 小学校の図書館に直接雇用の図書館司書の配置を求める陳情・ １ 

 

（学校運営部） 

２ 

３ 

受理番号１９ 

受理番号２０ 

新田地区の学校計画見直しを求める陳情・・・・・・・・・・ 

小中一貫校新田学園の教育環境改善のために学校用地拡張を 

求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２ 

 

６ 

 

（子ども家庭部） 

４ 受理番号２１ 健常児と障がい児が関わる時間を増やすインクルーシブ教育の

拡大と医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れる保育制度を

求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

１０ 

 

 

（ 教 育 委 員 会 ） 
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件 名 受理番号１８ 小学校の図書館に直接雇用の図書館司書の配置を 

求める陳情  

所 管 部 課 名 教育指導部教育政策課 

陳 情 の 要 旨  小学校の図書館司書を中学校同様に直接雇用に切り替え、毎日配

置してください。 

陳 情 者 等 請願文書表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現在の小学校図書館への支援員配置については以下のとおり。 

 １ 経緯 

   平成２６年６月 

    「学校図書館法」改正 

    学校司書配置の努力義務等 

   平成２９年９月 

    業務委託により、全６９校に支援員配置を開始。 

※ 委託以前は教員及び図書館ボランティアが図書館業務を行

っていた。 

※ 中学校については、平成２３年度から非常勤図書館支援員

を全３５校に１日５時間、年間２０５日配置。 

 ２ 支援内容 

 （１）配置日数・時間 

    週１日・１日６時間勤務 

（２）経費 

   令和元年度予算：５０，０９６，４００円 

 （３）業務内容 

   ア 基本業務 

     図書館開閉館、貸出返却処理、レファレンス等 

   イ 環境整備業務 

     配架修正、館内展示業務、蔵書点検、選書支援等 

   ウ 授業支援等 

     読書支援、授業における読み語り、ブックトーク、教材

用図書選書等 

 ３ 他区の状況（令和元年５月時点） 

 （１）委託事業を実施：１０区 

[内訳] 週 1=３区 週２=５区 週３=１区 週５=１区 

 （２）非常勤職員を雇用：７区 

［内訳］ 週 1=１区 週２=１区 週４=２区 週５=３区 

（３）指定管理：２区 

       [内訳] 週３=１区 週４=１区 

 （４）有償ボランティア：２区 

[内訳] 週 1=１区 週２=１区 

（５）不明：１区 
（出典：学校図書館を考える全国連絡会  

「東京都公立小・中学校／学校司書配置状況 2019」） 

問 題 点 等   

 



２ 

 

件  名 受理番号１９ 新田地区の学校計画見直しを求める陳情 

所管部課名 
学校運営部 学校施設課、学校適正配置担当課、学校改築担当課、学務課 

教育指導部 教育政策課、小中連携教育担当課、教育指導課 

陳情の要旨 

現在、新田学園の小学校には３８学級、特別支援学級２学級の１，３５０

人の児童が通っています。これは区が適正規模とする２４学級３４０人から 

７６０人をはるかに上回る人数で、様々な問題や課題が生じています。 

周囲を河川に囲まれていることから、適正規模・適正配置の検討が困難で

あるならば、今後迎えるピークの対応として、新田学園の分離及び新田地区

へのもう一校の新設を検討してください。また、新田地区には地域住民の避

難所も人口に対して不足しています。学校は災害時には避難所の機能も果た

します。万一の災害時に垂直避難が可能な校舎（学校）を検討してくださ 

い。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容 

及び経過 

１ 新田学園施設設置の経緯 

平成２２年４月 

第一校舎開校 

独立行政法人都市再生機構（以下、ＵＲ）に

よる新田地区の再開発に伴い、新田小・中学

校を統合し、同一校舎での小中一貫校として

開校。 

・ 鉄筋コンクリート造４階建 

・ 延床面積約１３，０８４㎡ 

・ 普通教室数３１教室 

・ グラウンド約４，５００㎡ 

・ 体育館約１，０００㎡ 

・ 児童・生徒数約１,０００人を想定 

平成２２年８月 

文教委員会報告 

当初想定していた児童生徒の発生率を大幅に

上回ることが判明し、平成２４年度には普通

教室が不足することが想定されるため、早急

に対応策を検討することを報告。 
 



３ 

 

内容 

及び経過 

 

平成２３年１月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地と再開発地区Ｊ街区を比較

検討し、第一校舎との距離や敷地面積の点か

ら、Ｊ街区をＵＲから購入し新校舎を建設す

ることを報告。 

地域から要望のあった新田さくら公園は、①

国庫補助金、都市計画交付金、起債の返還が

生じること、②別途都市計画公園を確保しな

ければならないこと、③児童・生徒急増への

早期対応が求められていることから、新校舎

の建設地とはしないこととした。 

平成２５年４月 

第二校舎開校 

・ 鉄骨造４階建 

・ 延床面積約１１，２４７㎡ 

・ 普通教室数４０教室（＋６教室） 

・ 体育館約５７０㎡ 

・ 中庭、テラス、屋上広場を人工芝とし、体

育館を含め、児童の活動の場を確保 

平成２８年１２月 

文教委員会報告 

開発に伴う新田学園の児童・生徒数の増加に

より、今後、運動施設が不足する見込みであ

ることから、学校関係者や地域住民等と対応

策を協議することを報告。 

平成２８年１２月 

～平成２９年７月 

新田まちづくり 

連絡会 

新田まちづくり連絡会に学校部会を立ち上げ、

対応策を検討。新田さくら公園、区営住宅跡

地、旧新田小・中学校跡地、荒川河川敷等、

複数の活用案を比較検討した結果、旧新田小

学校跡地の活用が最善との結論を得る。 

平成２９年８月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地にバス利用を前提とした校

庭を整備することを報告。 

令和元年６月 

新校庭整備工事 

契約締結 

令和２年３月竣工予定 

・ グラウンド 約３，９００㎡ 

・ 管理棟（１階建）、バス乗降場所 
 



４ 

 

内容 

及び経過 

２ 新田学園児童・生徒数の推移 

 

実 数 予 測 差 引 

児童・

生徒数 
学級数 

児童・

生徒数 
学級数 

児童・

生徒数 
学級数 

Ｈ２２ 774 ２３ － － － － 

Ｈ２３ 928 ２８ 1,074 ３２ △146 △４ 

Ｈ２４ 1,044 ３２ 1,216 ３７ △172 △５ 

Ｈ２５ 1,177 ３６ 1,490 ４７ △313 △１１ 

Ｈ２６ 1,326 ４０ 1,698 ５３ △372 △１３ 

Ｈ２７ 1,491 ４５ 1,923 ６５ △432 △２０ 

Ｈ２８ 1,584 ４７ 2,094 ７１ △510 △２４ 

Ｈ２９ 1,720 ５１ 1,730 ５１ △10 ±０ 

Ｈ３０ 1,851 ５３ 2,050 ５９ △199 △６ 

Ｒ１ 1,850 ５２ 2,140 ６１ △290 △９ 

Ｒ２ － － 2,200 ６２ － － 

Ｒ３ － － 2,240 ６３ － － 

Ｒ４ － － 2,210 ６２ － － 

Ｒ５ － － 2,170 ６０ － － 

Ｒ６ － － 2,090 ５８ － － 

Ｒ７ － － 2,000 ５６ － － 

Ｒ８ － － 1,890 ５３ － － 

Ｒ９ － － 1,770 ５０ － － 

Ｒ１０ － － 1,690 ４８ － － 

※児童・生徒数は特別支援（固定級）を含む、学級数は普通教室数 

実数：各年５月１日現在 

予測：Ｈ２３～２８は平成２２年１２月文教委員会報告 

Ｈ２９～Ｒ１０は平成２８年１２月文教委員会報告 



５ 

 

内容 

及び経過 

３ 新田学園学区域内の学齢・学齢前人口（令和元年５月１日現在） 

年齢 １４歳 １３歳 １２歳 

学年 ９年 ８年 ７年 

居住人数 186 180 240 

生徒数 160 150 184 

学級数 ４ ４ ６ 

 

年齢 １１歳 １０歳 ９歳 ８歳 ７歳 ６歳 

学年 ６年 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 

居住人数 229 264 238 252 250 197 

児童数 213 245 224 241 231 185 

学級数 ６ ７ ６ ６ ７ ６ 

 

年齢 ５歳 ４歳 ３歳 ２歳 １歳 ０歳 

学年       

居住人数 205 191 173 193 174 136 

児童数       

学級数       
 

問題点等 

 

 

 

 



６ 

 

件  名 
受理番号２０ 小中一貫校新田学園の教育環境改善のために学校用地拡張 

を求める陳情 

所管部課名 

学校運営部 学校施設課、学校適正配置担当課、学校改築担当課、学務課 

教育指導部 教育政策課、小中連携教育担当課、教育指導課 

都市建設部 市街地整備室まちづくり課、みどりと公園推進室みどり推進課 

陳情の要旨 

開校１０周年の新田学園は、第一校舎（校庭あり）・第二校舎（校庭なし

）・建設中の第二校庭の３カ所に分散された特殊な施設環境です。離れた校

舎は子ども達や教員の負担であり、校庭がない事は安全上・教育上の問題を

生じています。また来年度４月から運用される第二校庭はバス輸送する程の

距離にあり、子ども達が学校を離れるというリスクは否めません。子ども達

が２，０００人を超えるという予測が、開校計画の段階からなされていれば

、このような事態には陥っていなかったはずです。 

新田地区唯一の学校が、施設を３カ所に分散したまま、先々の子ども達へ

継続するのは本意ではありません。ごく当たり前の学校環境に改善していく

計画を区に考えて頂きたいのです。 

幸いなことに第一校舎は広大な新田さくら公園と隣接しています。公園用

地からの変更に要する年月を考えたら、今から着手が必要です。ここへ学校

用地を拡張して下さい。そして全ての子ども達が「校舎と校庭が隣接した環

境」で学校生活を送れるよう、同じ敷地内に新たな第二校舎と、拡張した校

庭を設置することを求めます。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容 

及び経過 

１ 新田学園施設設置の経緯 

平成２２年４月 

第一校舎開校 

独立行政法人都市再生機構（以下、ＵＲ）に

よる新田地区の再開発に伴い、新田小・中学

校を統合し、同一校舎での小中一貫校として

開校。 

・ 鉄筋コンクリート造４階建 

・ 延床面積約１３，０８４㎡ 

・ 普通教室数３１教室 

・ グラウンド約４，５００㎡ 

・ 体育館約１，０００㎡ 

・ 児童・生徒数約１,０００人を想定 

平成２２年８月 

文教委員会報告 

当初想定していた児童生徒の発生率を大幅に

上回ることが判明し、平成２４年度には普通

教室が不足することが想定されるため、早急

に対応策を検討することを報告。 
 



７ 

 

内容 

及び経過 

 

平成２３年１月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地と再開発地区Ｊ街区を比較

検討し、第一校舎との距離や敷地面積の点か

ら、Ｊ街区をＵＲから購入し新校舎を建設す

ることを報告。 

地域から要望のあった新田さくら公園は、①

国庫補助金、都市計画交付金、起債の返還が

生じること、②別途都市計画公園を確保しな

ければならないこと、③児童・生徒急増への

早期対応が求められていることから、新校舎

の建設地とはしないこととした。 

平成２５年４月 

第二校舎開校 

・ 鉄骨造４階建 

・ 延床面積約１１，２４７㎡ 

・ 普通教室数４０教室（＋６教室） 

・ 体育館約５７０㎡ 

・ 中庭、テラス、屋上広場を人工芝とし、体

育館を含め、児童の活動の場を確保 

平成２８年１２月 

文教委員会報告 

開発に伴う新田学園の児童・生徒数の増加に

より、今後、運動施設が不足する見込みであ

ることから、学校関係者や地域住民等と対応

策を協議することを報告。 

平成２８年１２月 

～平成２９年７月 

新田まちづくり 

連絡会 

新田まちづくり連絡会に学校部会を立ち上げ、

対応策を検討。新田さくら公園、区営住宅跡

地、旧新田小・中学校跡地、荒川河川敷等、

複数の活用案を比較検討した結果、旧新田小

学校跡地の活用が最善との結論を得る。 

平成２９年８月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地にバス利用を前提とした校

庭を整備することを報告。 

令和元年６月 

新校庭整備工事 

契約締結 

令和２年３月竣工予定 

・ グラウンド 約３，９００㎡ 

・ 管理棟（１階建）、バス乗降場所 
 



８ 

 

内容 

及び経過 

２ 新田学園児童・生徒数の推移 

 

実 数 予 測 差 引 

児童・

生徒数 
学級数 

児童・

生徒数 
学級数 

児童・

生徒数 
学級数 

Ｈ２２ 774 ２３ － － － － 

Ｈ２３ 928 ２８ 1,074 ３２ △146 △４ 

Ｈ２４ 1,044 ３２ 1,216 ３７ △172 △５ 

Ｈ２５ 1,177 ３６ 1,490 ４７ △313 △１１ 

Ｈ２６ 1,326 ４０ 1,698 ５３ △372 △１３ 

Ｈ２７ 1,491 ４５ 1,923 ６５ △432 △２０ 

Ｈ２８ 1,584 ４７ 2,094 ７１ △510 △２４ 

Ｈ２９ 1,720 ５１ 1,730 ５１ △10 ±０ 

Ｈ３０ 1,851 ５３ 2,050 ５９ △199 △６ 

Ｒ１ 1,850 ５２ 2,140 ６１ △290 △９ 

Ｒ２ － － 2,200 ６２ － － 

Ｒ３ － － 2,240 ６３ － － 

Ｒ４ － － 2,210 ６２ － － 

Ｒ５ － － 2,170 ６０ － － 

Ｒ６ － － 2,090 ５８ － － 

Ｒ７ － － 2,000 ５６ － － 

Ｒ８ － － 1,890 ５３ － － 

Ｒ９ － － 1,770 ５０ － － 

Ｒ１０ － － 1,690 ４８ － － 

※児童・生徒数は特別支援（固定級）を含む、学級数は普通教室数 

実数：各年５月１日現在 

予測：Ｈ２３～２８は平成２２年１２月文教委員会報告 

Ｈ２９～Ｒ１０は平成２８年１２月文教委員会報告 



９ 

 

内容 

及び経過 

３ 新田学園学区域内の学齢・学齢前人口（令和元年５月１日現在） 

年齢 １４歳 １３歳 １２歳 

学年 ９年 ８年 ７年 

居住人数 186 180 240 

生徒数 160 150 184 

学級数 ４ ４ ６ 

 

年齢 １１歳 １０歳 ９歳 ８歳 ７歳 ６歳 

学年 ６年 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 

居住人数 229 264 238 252 250 197 

児童数 213 245 224 241 231 185 

学級数 ６ ７ ６ ６ ７ ６ 

 

年齢 ５歳 ４歳 ３歳 ２歳 １歳 ０歳 

学年       

居住人数 205 191 173 193 174 136 

児童数       

学級数       
 

問題点等 
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件 名 

受理番号２１ 健常児と障がい児が関わる時間を増やすインクル 

ーシブ教育の拡大と医療的ケア児や重症心身障害 

児を受け入れる保育制度を求める陳情 

所 管 部 課 名 こども支援センターげんき 支援管理課 

子ども家庭部 子ども施設運営課、子ども政策課 

 

 

陳 情 の 要 旨 

 

１. 健常児と障がい児が関わる時間を増やすインクルーシブ教育を

保育園・幼稚園・小学校・中学校で拡大するよう求めます。 

２. 医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れる保育施設を設置

し、痰の吸引、経鼻栄養、胃ろうへの注入などの医療的ケアを看

護師だけでなく保育士が行えるようなシステムを作るか、充分な

看護師の配置を要望します。 

陳 情 者 等 請願文書表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ インクルーシブ教育の現状 

（１）保育園・幼稚園での取り組み 

   集団保育が可能な園児については、健常児も障がい児も同じ

クラスで生活を共にし、一人ひとりの発達に違いがあることを

理解し保育を進めている。保育上の対応等の検証についても専

門職と連携しながら行っている。 

   また、園での指導理論及び技術向上の中心的な役割を担える

職員を育成することを目的に、発達障がい研修を実施してい

る。平成３０年度の参加者は述べ６１９名であった。 

さらに、発達支援コーディネーターを育成、各園への配置を目

指していく。 

（２）小学校・中学校での取り組み 

ア 副籍制度の活用 

    都立特別支援学校に在籍する児童・生徒が、居住する地域

の小・中学校に副次的な籍を置き、直接的・間接的な交流を

とおして、居住する地域・学校とのつながりの維持と継続を

図っている。 

    平成３０年度は、２２１名／３８２名（５７.９％）の児

童・生徒が参加している。 

イ 学級交流及び共同学習の実施 

    全小・中特別支援学級設置校（小学校１９校、中学校 

１０校）は、教育課程の「特色ある教育活動」に交流及び共

同学習を位置付け、児童・生徒を通常の学級の行事や授業に

参加させ、交流を深めている。 

ウ オランダ連携プロジェクト事業（平成２９年度より）へ参

加 

    花畑地域の小学校５校、中学校２校と特別支援学校２校が
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オランダのパラリンピアンやパラスポーツ指導者とともに、

障がいの垣根を越えて交流を行う事業に児童・生徒が参加し

ている。 

エ 交流及び共同学習の報告会の実施 

    花畑地域の特別支援学校２校と各小学校、中学校、都立高

等学校の３校の交流活動や共同学習の実践などを報告する会

を実施し、情報の共有化を図り、インクルーシブ教育の推進

を図っている。 

    毎年２～３回、各校のＰＴＡ代表も含めて５校の関係者が

参加している。 

 

２ 医療的ケア児、重症心身障害児の対応状況 

（１）保育園・こども園における医療的ケア児の対応状況 

ア 現在、医療的ケア児受け入れの仕組みの構築には至ってい

ないが、必要な体制等を検討するため、平成２９年度より 

２園にて区職員による医療的ケアのモデル実施を開始。現在

は、１園にて看護師配置し実施継続中。 

イ 集団保育が可能であるとの主治医意見があり、かつ保護者

等が医療的ケアを実施する場合は受け入れている。 

（２）保育園・こども園における重症心身障害児の対応状況 

集団保育が可能であるとの主治医意見がある場合は受け入れ

ている。令和元年９月１日現在、３園で３名の保育を実施中。 

（３）保育士が医療的ケアを実施する場合の条件 

医師の指示、看護師等との連携の下において、喀痰吸引等研

修を修了した介護職員等（保育所における保育士を含む）は、

喀痰吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内）及び経管栄養

（胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養）を行うことができる

が、現在該当はいない。 

 

問 題 点 等 

 

 

 


